
令和 2年 6月 21日 

 

会員 各位 

三重県弓道連盟 

 

弓道事業再開に向けて（お願い） 

 

 コロナウイルス感染防止対応により閉鎖されていました各弓道場の利用が再開

されつつあります。 

 三重県弓道連盟の事業についても 6 月中は中止あるいは延期としておりました

が、7月から一部事業につき再開していく予定です。 

 コロナウイルス対応については、一過性のものではなく、今後も引き続き対応が

必要になると考えられますので、社会規範に沿って柔軟に対応することとします。 

 事業再開に当たっては、当面下記の項目を確実に実施していただくようお願いい

たします。 

 異常事態につき会員各位のご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 体調の管理・・・体調不良時は参加を自粛すること 

道場出入口で、手指の消毒を励行する。  

問診票（検温・体調管理）を提出する。 （問診票は県連 HPに掲載）  

  

２ 密集の防止対応 

競技会・審査会等では、開会式、矢渡及び特別演武は原則行わない。 

   控室・観覧席等（屋内での観覧は禁止する。）においては、可能な限り人と

の距離を確保する。 

 

３ 飛沫拡大防止対応 

参加者は、射場外ではマスクを着用する。   

審判委員、審査委員、講師及び運営役員は、マスクを常用する。 

観覧席での発声応援は禁止する。 

閉会式は、入賞者のみの参加とする。 

 

４ 接触防止対応 

   道場内の備品および他の人の道具との接触を極力避ける。 


